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6.1 陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊に起因する津波

海底地すべりの評価（海底地すべりの確認：海底地形判読）

• 海底地形図の判読にあたっては，以下の基準等に従って海底地すべりの可能性のある地形を抽出した。

○海底地すべり地形の判断基準

崩壊部
（滑落崖）

・馬蹄形，半円形，コの字形の平面形で，斜面下方へ開く急斜面。
・急斜面は平面的に出入りがなくスムースな形状で，傾斜も一定傾向。また，地すべり土塊を囲んで側方にも連続することがある。
・下方に地すべり土塊が対をなして存在することが重要。

堆積部
（地すべり土塊）

・滑落崖の基部にある扇状地状あるいは舌状の高まり。
・細長い舌状の場合や台地状を呈することもある。
・典型的な場合には，土塊の表面に不規則な凸凹，低崖，凹地があり，凸形縦断の斜面形を示す。

地すべり地形としては滑落崖とその基部にある地すべり土塊（滑落土塊）が対をなす。陸上の地すべりに比べて，大規模，薄く
広がる傾向がある。薄く広がるケースでは土塊は認定しにくいので滑落崖だけを認定する。





津波対策-85

• 音波探査記録（サブボトムプロファイラー）の評価にあたっては，下記の考え方に基づき，層相1～8のパターンに分類し，海底地すべりの検討を実
施した。

【層相の凡例】 【層相の区分詳細および特徴】

6.1 陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊に起因する津波

海底地すべりの評価（海底地すべりの確認：音波探査記録の検討）

（池原他（1990）に加筆）

海底地すべり
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２．基準津波に対する対策（2／25）

基準津波に対する発電所の安全施設の防護方針と適合方策

安全施設の防護方針 防護方針への適合方策※

① 敷地への

流入防止

【外郭防護１】

Ｓクラスに属する施設の設置された敷

地に基準津波による遡上波を地上部か

ら到達，流入させないこと。

また，取水路及び放水路等の経路から

流入させないこと。

基準津波による遡上波が敷地に到達，流入することを防止するため，

敷地を取り囲む形で防潮堤を設置する。

また，取水路，放水路等の経路からの津波の流入を防止するため，

以下の対策を講じる。

・放水路に放水路ゲートの設置
・取水路や放水路ゲート回りの開口部，ＳＡ用海水ピットの開口部等
への浸水防止蓋の設置

・非常用海水ポンプのグランドドレン排出口等への逆止弁の設置
・構内排水路への逆流防止設備の設置
・その他，貫通部止水処置等

② 漏水による安全

機能への影響

【外郭防護２】

取水・放水施設及び地下部等において，

漏水による浸水範囲を限定して，重要

な安全機能への影響を防止すること。

海水ポンプ室を浸水想定範囲に設定し，浸水の可能性のある経路

に対して浸水防止対策を講じることにより防水区画化する。また，浸

水量評価を実施し，安全機能への影響がないことを確認する。

③ 津波防護の

多重化

【内郭防護】

上記のほか，Ｓクラスに属する設備は，

浸水防護をすることにより津波による影

響から隔離すること。

津波から防護する設備を内包する建屋及び区画に対して，地震によ

る溢水影響も考慮した上で，浸水対策（原子炉建屋地下部の貫通

部止水処置等）を実施する。

④ 水位低下による
安全機能への

影響防止

水位変動に伴う取水性低下による重要
な安全機能への影響を防止すること。

引き波による取水ピットの水位低下に対して，非常用海水ポンプの
取水性を保持するため，取水口前面に貯留堰を設置する。

津波監視設備

の設置

津波の襲来状況を監視するために津波

監視設備を設置すること。

津波の襲来状況を監視するため，原子炉建屋屋上T.P.＋64m，防潮

堤上部T.P.＋18m及びT.P.＋20mに津波・構内監視カメラ，取水ピッ

トに取水ピット水位計，取水路に潮位計を設置する。

※：重大事故等対処施設に対しても，設計基準対象施設に対する要求事項に準じて，同様の適合方策を実施する。
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ジャッキを配置し１段目

の支間部ブロックを架設

する。

架設時には，１段目自重

によるたわみ量及び２段

目以降の構造系の変化を

考慮したたわみ量をあら

かじめ上げ越しする。

各層の架設完了後，支柱

部・支間部に予め設けた

ポイントの座標を計測す

る。

管理値から逸脱した場合

は，反力受け構を設置し

，ジャッキを用いて調整

し管理値以内に納める。

地中壁連続壁基礎上部に直接定着式アンカーボルトを

設置

１段目及び２段目の支柱部ブロックを設置

支柱部中詰め鉄筋コンクリートを施工

施工ステップ図

*鋼製防護壁施工後に取水路との隙間の止水を図る ＜別紙1参照＞

① 鋼製防護壁の構造

２．基準津波に対する対策（6／25）
（防潮堤等の具体的な構造や設計情報（3／7））
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防潮堤高さに対する津波高さの関係（敷地前面東側の場合）

▼許容津波高さT.P.＋20m

T.P.＋17.9m

T.P.＋17.7m

潮位の
ばらつき
を考慮
（＋0.18m）注

最も高い津波高さに
対する防潮堤高さの
裕度 （＋2.1m）

基準津波

２．基準津波に対する対策（11／25）

防潮堤高さ

②入力津波

高さ

T.P.＋17.1m

地盤沈下
の有無や，
防波堤の
有無を考慮
（＋0.6m）注

高潮による増分＊

（＋0.65m）

＊ 基準津波（年超過確率10－４

程度）と高潮（再現期間100
年の期待値）の重畳の可能
性は極めて低いが，万一，
津波と高潮が重畳した場合
でも，高潮による津波高さ
の増分（＋0.65m）が防潮堤
高さの裕度内に十分収まる
ことを確認している。注

▼入力津波の高さ

①津波高さ

数値ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
▼基準津波高さ

注 詳細については補足説明資料参照
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２. 基準津波に対する対策（13／25）

・防潮堤の設計条件について

①敷地の液状化の発生を前提とした設計

⇒東海第二発電所の既往の地盤調査データに基づく評価結果からは，防潮堤等の設
置場所の地盤は液状化しないことを確認している＊ 。

＊液状化検討対象層の過剰間隙水圧比が95％以下（⇒液状化しない判定）であることを確認

⇒しかし，防潮堤の基本設計に際しては，保守的に，対象地盤のうち全ての砂層・
礫層に強制的に液状化する条件＊を与え，その条件下でも防潮堤の岩着支持杭が
成立することを確認している。

＊敷地に存在しない非常に液状化し易い性状の「豊浦標準砂」の液状化強度特性を対象の砂層・礫層に仮定

②津波による洗掘防止の対策

⇒防潮堤外の表層地盤をセメント改良することで，津波荷重よりも強度の高い地盤とし，
洗掘防止対策とする。

③防潮堤の津波に対する耐力

⇒基準津波（防潮堤前面T.P.＋17.1m）の津波波力に加えて，敷地に遡上する津波（防潮
堤前面T.P.＋24m）の津波波力（浸水深の3倍相当）に対しても，概ね弾性範囲内に留ま
るよう設計する。

⇒津波と同時に防潮堤に作用する漂流物については，到達する可能性のあるもののうち
最も重量が大きい漁船（総トン数5t）を衝突荷重において考慮する。
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３. 敷地に遡上する津波に対する対策（4／9）

敷地に遡上する津波に対する対応方針

敷地に遡上する津波の襲来時は，敷地内への浸水により屋外作業が制限され
ることを踏まえ，重大事故等対処設備の対応方針について以下のとおりとする。

①津波防護を考慮した常設設備による対応を基本とする。

屋外作業を要さずに最終ヒートシンクへ熱を輸送するための常設設備として，
緊急用海水系を設置し，これらの設備を敷地に遡上する津波に対して防護す
る。

②可搬型重大事故等対処設備による対応も可能とする。

不測の事態により，上記の常設設備が一定期間は使用できない場合も想定
し，可搬型設備による対応を確実にするため，津波の影響がない高所に注水
用の接続口及び水源を設置する。

＊漂流物の考慮：敷地に遡上する津波では，敷地内に津波が流入することから（原子炉
建屋付近の浸水深さ1m），敷地内の漂流物として，車両（1.5t）を遡上
範囲の重大事故等対処施設に対する衝突荷重において考慮する。
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４．耐津波設計 まとめ

○基準津波に対する対策
・決定論的手法に基づき，発電所の供用期間中に発電所の安全施設に大きな影響を及ぼす恐
れがある津波（基準津波T.P.＋17.1m）に対して，発電所の防護を行う。

・発電所に設置する防潮堤（高さT.P.＋20m）や，すべての流入経路に対して浸水防止対策を図る
ことで，基準津波を敷地に流入させず，発電所の安全施設の機能を維持する。

・漏水による浸水を想定した場合でも，漏水量は限定され非常用海水ポンプの機能は維持できる
。敷地内の溢水に対しても安全性は損なわれない。引き波による海水面の低下時においても，
非常用海水ポンプの取水性は保持できる。また，津波の襲来状況を監視する監視カメラや水位
計等を設置する。

○敷地に遡上する津波に対する対策
・確率論的評価を用いた津波ＰＲＡ結果に基づき，基準津波を上回り，防潮堤高さ（T.P.＋20m）を
超える津波（T.P.＋24m（無限鉛直壁））に対して発電所の防護を行う。

・防潮堤を超えて敷地に遡上する津波に対して，原子炉建屋の外壁や重大事故等対処設備等に
水密対策を施すことで，重大事故対処設備を活用して原子炉等の冷却を可能とする。

・津波防護を考慮した常設の重大事故対処設備による対応として，屋外作業を要さずに最終ヒー
トシンクへ熱を輸送できる常設設備として，緊急用海水系を設置し，これらの設備を敷地に遡上
する津波に対して防護する。

・さらに，不測の事態により，上記の常設設備が一定期間は使用できない場合も想定し，可搬型
設備による対応を確実にするため，津波の影響がない高所に注水用の接続口及び水源を設置
する。
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・津波から防護する施設は，防潮堤ルート変更前後とも，防潮堤の内側又は高台に設置されるため，配置の変更
はなく，防潮堤ルート変更の影響を受けない。

・防潮堤ルート変更後においても，防潮堤沿いに敷地北側へアクセスできる道路を設ける。

・重大事故等時に使用する可搬型設備の保管場所は，常設重大事故等対処設備及び設計基準対処設備から十
分な離隔距離を確保して分散配置がされているが，防潮堤ルート変更前後とも配置に変更はなく，防潮堤ルート
変更の影響を受けない。

（防潮堤ルート変更前）

津波防護対象施設の配置

●防潮堤ルート変更に伴う津波防護対象施設及び敷地北側への影響はない。

（防潮堤ルート変更後）

（凡例）

：防潮堤ルート
：津波防護対象施設
：敷地北側及び港湾への

アクセスルート
：可搬型設備の保管場所

１．防潮堤の設置ルート変更（津波防護対象施設等及び保管場所の配置への影響）












